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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１１月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年５月４日 ０７時００分ごろ 

発生場所 熊本県天草
あまくさ

市鬼
おに

池
いけ

港 

 鬼池港防波堤Ａ東灯台から真方位０１４°４４０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°３３.２′ 東経１３０°１１.６′） 

事故の概要  漁船蛭子
え び す

丸は、東南東進中、また、プレジャーボート英洋
えいよう

丸は、漂

泊中、両船が衝突した。 

 蛭子丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、また、英洋丸は、右舷船首

部外板等に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年６月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

 

Ａ 漁船 蛭子丸、３.４９トン 

   ＫＭ３－２４８８９（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.３０ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４０、昭和５４年６月７日 

Ｂ プレジャーボート 英洋丸、０.９トン 

   ＮＳ３－４９５１８（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.７０ｍ（Lr）×１.８８ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５２.３０kＷ、昭和６０年５月 

第２９２－２６２０９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ８３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年４月４日 

    免許証交付日 平成２５年９月３０日 

           （平成３１年２月９日まで有効） 

  甲板員Ａ 女性 ７８歳 

   海技免状等 なし 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成５年３月１８日 

    免許証交付日 平成２４年５月２９日 



- 2 - 

           （平成３０年３月１７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首かんぬき及び右舷船首部外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、鬼池港沖で東西方向約

３,０００ｍの範囲に仕掛けていたはえ
．．

縄を西側から東方に向けて揚

縄作業を行いながら、約２ノットの対地速力で東南東進した。 

船長Ａは、鬼池港防波堤Ａ東灯台北方沖ではえ
．．

縄を約９割揚げた

頃、はえ縄の釣り針が根掛かりして揚がって来なかったので、前部甲

板で甲板員Ａと共に下を向き、根掛かりしたはえ
．．

縄を手繰りながら引

っ張り、順次外しながら進んでいった。 

船長Ａは、平成２９年５月４日０７時００分ごろ、船首方で「ガタ

ッ」という音がしたので顔を上げて見たところ、Ａ船の船首部とＢ船

の右舷船首部とが衝突したことに気付いた。 

 Ａ船は、船長Ａが両船の損傷状況を確認し、Ｂ船の損傷が軽度で自

力航行が可能であると思い、甲板員Ａが船長Ｂに揚縄作業を続けるこ

とを告げて同作業に戻った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、親族２人（以下「同乗者」とい

う。）を乗せ、０６時３０分ごろ鬼池港防波堤Ａ東灯台北方沖に到着

し、主機を中立運転として船尾にスパンカー*1 を張り、船首を南方に

向けて漂泊を始めた。 

Ｂ船は、０６時５０分ごろ船長Ｂが後部甲板左舷側で椅子に、同乗

者のうち１人が前部甲板で機関室囲壁の左舷側に、もう１人が前部甲

板左舷船首部の物入れのさぶた
．．．

に、それぞれ腰を掛け、いずれも左舷

方を向いて釣りを開始した。 

船長Ｂは、釣りをしながら約５分毎に周囲の状況を確認していたと

ころ、右舷方２３０ｍ付近にＢ船の方に向かって来るＡ船を認めた

が、Ａ船が、船首を左右に振りながら操業していたので、前方に船が

いるかどうかを確認しながら操業しており、Ｂ船を視認していてＢ船

を避けてくれるものと思い、釣りを続けた。 

Ｂ船は、その後、船長Ｂが、周囲の状況を確認したところ、右舷方

１５ｍ付近に、Ｂ船の右舷中央部に向かって来るＡ船を認め、急いで

右舷側に移動して大声で叫んだものの、反応がないままＡ船が至近に

迫って来たので、船長Ａが気付いていないと判断して主機を全速力後

進にかけたが間に合わず、その右舷船首部とＡ船の船首部とが衝突し

た。 

                             
*1  「スパンカー」とは、漂泊中に船首を風上に向けるために船尾部に張る帆をいう。 
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 船長Ｂは、同乗者の負傷の有無及び損傷状況を確認し、船長ＡにＢ

船の損傷箇所を示して話をしていたところ、甲板員Ａが何か言ったも

のの声が聞き取れず、Ａ船がその場を離れて操業を続けたので、１１

８番通報を行った。 

 Ａ船及びＢ船は、衝突後、鬼池港に入港して海上保安庁の事情聴取

を受けた後、それぞれの係留場所に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、ふだんからはえ
．．

縄の揚縄作業をする際、甲板員Ａと共に

周囲の見張りを行っており、本事故当時、はえ
．．

縄の釣り針が根掛かり

するまでは周囲を見ていたものの、前方に他船を見掛けなかった。 

船長Ｂは、Ｂ船の操縦区画内に有効な音響による信号を行えるもの

として笛を備えていたが、本事故当時、使用しなかった。 

 船長Ｂは、Ａ船を初認した際、Ａ船の動向をよく見ておけばよかっ

たと本事故後に思った。 

船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、鬼池港防波堤Ａ東灯台北方沖をはえ
．．

縄の揚縄作業をしなが

ら東南東進中、船長Ａが、根掛かりしたはえ
．．

縄を手繰りながら引っ張

り、順次外していくことに注意を向け、見張りを適切に行っていなか

ったことから、Ｂ船に気付かずに操業を続け、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

 Ｂ船は、鬼池港防波堤Ａ東灯台北方沖で船首を南方に向けて釣りを

しながら漂泊中、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い、

Ａ船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、衝突を避け

るための動作をとるのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船を初認した際、Ａ船が、船首を左右に振りながら操

業していたことから、前方に船がいるかどうかを確認しながら操業し

ており、Ｂ船を視認していてＢ船を避けてくれると思ったものと考え

られる。 

原因  本事故は、鬼池港防波堤Ａ東灯台北方沖において、Ａ船がはえ
．．

縄の

揚縄作業をしながら東南東進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、根掛かり

したはえ
．．

縄を手繰りながら引っ張り、順次外していくことに注意を向

け、また、船長Ｂが、Ａ船がＢ船を避けてくれるものと思い、いずれ

も見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・接近する他船を認めた場合、笛を吹いて注意喚起を行うととも

に、余裕のある時期に必要な動作をとること。 

付図１ 事故発生経過概略図 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年５月４日 

 ０７時００分ごろ発生） 

Ｂ船（漂泊中） 

鬼池港防波堤Ａ東灯台 

鬼池港 

Ａ船 

熊本県天草市 

長崎県 

熊本県 

島原半島 長崎市 

天草下島 


